
 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ ７ 回 総 会 書 類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２６年６月１１日 

 

 

公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 
 

 

  



 



 

 

公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 第４７回総会次第 

日 時：２０２６年６月１１日（木）１５時００分開会 
場 所：「東京ドームホテル オーロラ」  

東京都文京区後楽１－３－６１ 地下１階 

電 話：０３（５８０５）２１１１ 
 
 
一．開 会 あいさつ 
 
一．会 長 あいさつ 
 
一． 議    事 
 
（１）議長選出に関する件 

 
（２）定足数報告 
 
（３）議事録署名人の選任に関する件 
 
（４）議案審議 
 
   報告事項  監査報告 
 
   報告事項  ２０２５年度事業報告 

（２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日） 
    

議案第１号 ２０２５年度決算承認の件 

（２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日） 
 

   議案第２号 定款一部変更の件 
 
 

一．表 彰 式 
 
一．閉 会 あいさつ 

 

 

 

  



 

 

議    案    審    議 

 

      ページ 

（１）報告事項   監査報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 

   

（２）報告事項 

２０２５年度事業報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 

（２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日） 

公益目的事業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 

収益事業等（相互扶助等事業）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 

   管理・運営事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21 

    

（３）議案第１号 

２０２５年度決算承認の件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31 

（２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日） 
 

（４）議案第２号 定款一部変更の件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥… 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【参 考】（下記の①及び②は会員各位に2026年2月21日に事業計画書（案）・収支予算書（案）をメールマガジンで案

内し、会員サイトで意見聴取を行った上、2026年3月13日開催の第340回理事会で承認） 

 

① ２０２６年度事業計画書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43 

 

② ２０２６年度収支予算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54 

  

【資料編】‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59 

 

 



２０２６年４月２１日 

 

監  査  報  告  書 

 

 

公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 

会  長   池 田 守  殿 

公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 

監 事  岩 田 祝 子 ㊞ 

監 事  村 上 直 樹 ㊞ 

監 事  奥   国 範 ㊞ 

 

 

私たち監事は、２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの事業年度の

理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報

告いたします。 

 

 

１．監査の方法及びその内容 

  各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、理事会等に出席し理事及び使用人等からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧

し、業務及び財産の状況を調査いたしました。 

以上の方法に基づき、当該年度に係る事業報告について検討いたしました。 

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財

務諸表（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目

録について検討いたしました。 

 

２．監査意見 

（１）事業報告等の監査結果 

一 事業報告の内容は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示している

ものと認めました。 

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重

大な事実は認められません。 

（２）財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果 

財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状 

況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。 

以上 
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報告事項 

２０２５ 年 度 事 業 報 告 

 

まずは、会員各位のご理解、ご協力により、２０２５年度事業が終了しましたことを厚く

お礼申し上げます。 

内閣府の月例経済報告による最近の経済状況における総論は、「景気は、緩やかに回復し

ているが、中東情勢の影響を注視する必要がある。」となっております。 

個人消費は、持ち直しの動きがみられるが、消費者マインドがこのところ弱い動きとなって

いることに注意が必要であるとされています。また、設備投資は緩やかに持ち直しています。

物価の急激な上昇、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが

期待されているものの、中東情勢や金融資本市場の変動の影響、米国の通商政策をめぐる動

向などに注視する必要があります。 

２０２５年度に実施した主な活動ですが、本年度は当会が社団法人化し設立されてから３

０年が経過し、２０２５年６月１０日に東京ドームホテルにおいて、この３０年を振り返り、

「未来を切り拓く不動産鑑定士の挑戦」というテーマで３０周年事業を開催しました。当日

は、不動産鑑定士協会をアピールするための初めての試みとしてアンバサダー（綺咲愛里氏）

を起用し就任式を行いました。 

 「秋の講演会」は、「不動産鑑定の人と制度～グローバル時代の価値と価格～」をテーマ

に、明海大学不動産学部長の中城康彦先生をお迎えしてオンラインで実施しました。 

災害対策支援関係においては、２０２５年８月に北区、１１月に新宿区、２０２６年３月

に調布市とそれぞれ「災害時における住家被害認定調査等に関する協定」を締結し、今まで

１７の区・市と協定を結びました。 

不動産無料相談会は、２０２５年４月に東京弁護士会、７月に第一東京弁護士会及び日税

不動産鑑定士会、１０月には東京司法書士会とそれぞれに新宿駅西口広場イベントコーナー

において不動産無料相談会を共同開催しました。 

研修会については、２０２５年１１月に第１９回ＴＡＲＥＡカレッジ「最有効使用の再考 

～建物再生における工夫と価値創出の実例～」（講師：安田不動産株式会社芝田拓馬氏）を

開催し、３０周年記念講演会として６月１０日に「定期借地権の現在位置」（講師：旭化成

ホームズ大木祐悟氏）、「蟻鱒鳶ル（ありますとんびル）、未知への挑戦」（講師：一級建築士

岡啓輔氏）を開催しました。 

不動産教室推進委員会では、２０２５年７月に新宿区立四谷中学校、２０２６年１月に日

本大学豊山高等学校、２月に群馬県立下仁田高等学校、３月に獨協埼玉中学高等学校におい

て不動産教室を開催しました。 

社会のニーズは、複雑化・高度化し、高い実務能力と広い知見を備えた専門家がこれまで

以上に必要とされている時代が到来しており、我々不動産鑑定士は、今こそ専門家として求

められる役割をしっかりと再認識し、責任を果たしていかなければならない立場であり、当

該責任を果たすべく引き続き事業活動を進めてまいります。 
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公益目的事業 

 
 
「国土の利用、整備又は保全を目的とする事業」として、都民生活の向上および国土の健

全かつ均衡ある発展に貢献し、土地基本法の理念に則った公的土地評価をはじめとする土地

等の適正な価格形成に資するため、当士協会の設置した委員会毎に以下の公益事業を行いま

した。 

 

 

相 談 事 業 委 員 会 （委員長・田村直之） 

 

１．無料相談会の実施 

不動産価格、不動産に係る権利(借地権・借家権等)の価格、不動産の賃料(地代・家賃)

をはじめ不動産に関する諸問題に関し、助言・回答を行い相談者の問題解決に寄与するこ

とを目的として、都民をはじめとした一般市民を対象に以下の相談会を開設しました。 

 

（１）定例相談会の開設                 

開催場所 Ｚｏｏｍによるオンライン相談、電話相談 

開催日時 毎月第１、３水曜日午後１時～午後４時（２０２５．４～２０２６．３） 

実施回数 ２２回 

相談員数 延べ４３名 各回２名 

（３月１８日は１名） 

相談員は不動産鑑定士の資格を有する当士協会会員 

相談来訪者 １４９組（相談員１人当たり平均３．４組対応） 

相談件数 １９３件（相談員１人当たり平均４．４件対応） 

広 報    当士協会ホームページ、定例相談会情報記載のチラシ作成（街頭相談会） 

 

（２）春の不動産の無料相談会の開設 

 毎年４月に、都内街頭で開催している対面形式の相談会。２０２５年度は友好協定を締結

している東京弁護士会と共同で相談会を開催し、会場内で地価公示パネル展示会を実施。 

相談来訪者 １５６組 

相談件 数 １７６件 

運営員 数 １０名（東京都不動産鑑定士協会） 

相談員 数 ２０名（東京都不動産鑑定士協会） 

 

（３）夏の不動産の無料相談会の開設 

毎年７月に、都内街頭で開催している対面形式の相談会。２０２５年度は友好協定を締結

している第一東京弁護士会と共同で相談会を開催し、会場内で路線価マップ展示会を実施。

また、日税不動産鑑定士会と共に税務相談を併せて実施。 
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相談来訪者 １９８組 

相談件数 ２２５件 

運営員数 ９名（東京都不動産鑑定士協会） 

相談員数 ２０名（東京都不動産鑑定士協会） 

 

（４）秋の不動産の無料相談会の開設 

毎年１０月に、都内街頭で開催している対面形式の相談会。２０２５年度は友好協定を締

結している東京司法書士会と共同で相談会を開催し、会場内で地価調査パネル展示会を実施。 

相談来訪者 １２３組 

相談件数 １６９件 

運営員数 １１名（東京都不動産鑑定士協会） 

相談員数 １６名（東京都不動産鑑定士協会） 

 

（５）市役所内定例相談コーナーの相談会の開設 

会  場 日     時 相談員 

八王子市役所 
毎月第４火曜日午後１時３０分～午後４時 

（２０２５．４～２０２６．３） 
１１名 

稲城市役所 
毎月第４水曜日午後１時３０分～午後４時３０分（２０２４．４～２０

（２０２５．４～２０２６．３） 
１２名 

広 報   各市役所にて周知 

 

（６）１０士業「第３０回暮らしと事業のよろず相談会」への参加 

開催場所 新宿駅西口広場イベントコーナー 

開催日時 ２０２５年９月２７日（土） 午前１０時～午後４時 

相談件数 １２７組 

相談員数 １０名 

広 報   当士協会ホームページ、チラシ配布 

主な配布先 東京都、各区市町村、新聞社マスコミ等 
 

（７）豊島区庁舎内 士業合同 定例相談会への参加 

開催場所 豊島区役所新庁舎内 

開催日時 毎週月曜日・金曜日午後１時～午後４時（２０２５．４～２０２６．３） 

の内、不動産鑑定士 担当日 

実施回数 ２３回 

相談員数 延べ２３名、各回１名 

 

２．専門士業団体合同無料相談会への相談員派遣 

会  場 場    所 開催日 相談員 

豊島区 豊島区役所 ２０２５年 ４月１２日（土） ７名 

渋谷区 渋谷区立勤労福祉会館 ２０２５年 ６月１４日（土） ６名 

渋谷区 千駄ヶ谷コミュニティセンター ２０２５年 ９月１３日（土） ７名 
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渋谷区 渋谷区立勤労福祉会館 ２０２５年１２月１３日（土） ６名 

渋谷区 地域交流センター恵比寿 ２０２６年 ３月２１日（土） ６名 

台東区 
台東区立竜泉福祉センター

いきいきてらす 
２０２５年 ６月 ３日（火） ５名 

台東区 
台東区立竜泉福祉センター

いきいきてらす 
２０２５年１０月１４日（火） ４名 

北 区 北とぴあ ２０２５年 ６月１４日（土） ６名 

港 区 札ノ辻スクエア ２０２５年 ７月 ５日（土） ７名 

杉並区 杉並区立産業商工会館 ２０２５年１０月 ４日（土） ６名 

町田市 ぽっぽ町田 ２０２５年１０月 ４日（土） ７名 

府中市 ルミエール府中 ２０２５年１０月２５日（土） ６名 

板橋区 ハイライフプラザいたばし ２０２５年１０月２５日（土）  ７名 

三鷹市 

武蔵野市 
三鷹産業プラザ ２０２５年１１月 ８日（土） ８名 

足立区 足立区勤労福祉会館 ２０２５年１１月 ８日（土） ７名 

八王子市 八王子駅南口総合事務所 ２０２６年 １月１８日（日） １名 

  広 報    相談会チラシを配布 

 

 

災害対策支援委員会 （委員長・森宏師）  

 

１．大規模災害に対応するための支援活動の充実 

災害復興まちづくり支援機構の正会員団体として、災害復興まちづくり支援機構の事務局

会議、運営委員会、実行委員会、及び各研究会に委員を派遣しました。    

 

２．災害時における支援等に関する事業 

（１）不動産鑑定評価の専門家である不動産鑑定士が、災害が起こった際に、不動産鑑定士

としての知識・経験を社会に対して還元する公益活動として、被災自治体に協力して住家被

害認定調査等を実施することにより被災地支援等の社会活動を行うことを目的とする事業。 

２０２５年度の主な活動は、令和６年１月能登半島地震、令和７年台風第２２号及び第２

３号に際して、日本不動産鑑定士協会連合会と協力して被災地支援活動を行いました。 

 また、東京都内で大規模災害が発生した場合に備え、平常時からの連携を強化することを

目的として都内自治体との締結を進めている「災害時における住家被害認定調査等に関する

協定」については、本年度、新たに北区、新宿区、調布市との協定締結に至り、当士協会と

協定を締結する自治体は、１７（江戸川区、西東京市、品川区、杉並区、渋谷区、港区、豊

島区、葛飾区、国立市、文京区、清瀬市、江東区、千代田区、足立区、北区、新宿区、調布

市）となりました。  

その他、自然災害により住宅ローンを抱えたまま被災した被災者や、新型コロナウイルス

感染症による失業や収入・売上げの大きな減少によって債務の負担を抱えた、住宅ローンや

事業性ローン等を借りている債務者（個人・個人事業主）の債務整理を支援する制度「自然
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災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に「登録支援専門家」として会員の不

動産鑑定士を推薦できるよう体制を整備しております。 

 

（２）住家被害認定調査等に関連する研修会 

平成２８年熊本地震をはじめとする過去の災害に際し、現地で住家被害認定調査等の支援 

活動を行った委員や、その他災害対策支援委員会の委員が講師を担当し、住家被害認定調査 

や被災地支援活動に関連する独自研修会を実施しました。  

２０２１年度より、住家被害認定調査等の制度背景から応用的な調査方法までを説明する 

「住家被害認定調査等研修会（座学）」の主催団体が、当士協会から日本不動産鑑定士協会

連合会に移行したことを受け、当士協会では、会員の不動産鑑定士および、「災害時におけ

る住家被害認定調査等に関する協定」を締結している自治体職員等に向けて、住家被害認定

調査の実地演習や関連法の改正等に関する研修会といった独自の研修会を企画・開催するこ

とといたしました。 

開催日 開催内容 開催場所 

２０２５年 ９月１９日（金） 実地演習 豊島区内の施設 

 

 

広 報 委 員 会 （委員長・木下典子） 

 

１．講演会の開催 

「都市と不動産を考える」をテーマに次のとおり講演会を開催しました。 

開催日時 

開催方法 

２０２５年１１月２６日（水）１７時００分 配信開始 

インターネット配信（YouTube） 

※配信期間：２０２６年３月３１日（火）まで 

テーマと 

講師 

講演：テーマ「都市と不動産を考える」 

１．令和７年東京都地価調査のあらましについて 

講師：公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 

   副会長 古家 一郎 氏 

２．「不動産鑑定の人と制度～グローバル時代の価値と価格～」 

  講師：明海大学 不動産学部教授 

学部長 中城 康彦 氏 

視聴回数 ５３６回 

広 報  ・当士協会ホームページ、Webニュース媒体等掲載、X広告配信等 

・チラシ（作成部数５，５００部）：主な配布先（友好団体等） 

 

２．会報の発行 

不動産鑑定評価制度の普及のため次のとおり、会報を発刊、配布しました。 

会 報 誌 「かんてい・ＴＯＫＹＯ」第１０６号・第１０７号 

発 刊 日 第１０６号：２０２５年８月 第１０７号：２０２６年１月 

作成部数 第１０６号：４００部 第１０７号：４００部 

配 付 先 国土交通省、東京都、友好団体、一般都民 
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３．ホームページによる広報活動 

鑑定評価制度・当士協会の活動情報の提供を目的に開設しているホームページ

（https://www.tokyo-kanteishi.or.jp）の内容を適宜更新し、内容の充実に努めました。 

また、公式キャラクターサイト（https://www.tokyo-kanteishi.or.jp/jp/app-con）、公

式キャラクターSNS(Facebook・X・Instagram)も適宜更新を行い、情報発信に努めました。 

 

４．広告媒体による広報活動 

（１）広告の掲載 

   次の広告媒体に広告を掲載しました。 

広告媒体 株式会社住宅新報「住宅新報」 

広 告 日 ２０２６年３月２４日号 

 

（２）その他 

マスコミからの取材に応じました。 

 

 

研 究 研 修 委 員 会 （委員長・小熊忍） 

 

１．不動産鑑定評価等に関する実証的研究 

（１）「地代の実証的分析」 

「第８回（令和６年度）継続地代の調査分析」発行へ向け、資料整備及び意見交換、小 

委員会を実施し、原稿の執筆を行いました。 また、研究テーマである地代分析について、

資料整備及び意見交換等を成果物発行へ向け鋭意実施しました。 

 

 

不動産教室推進委員会 （委員長・向原信克） 

 

１．不動産教室の開催（小学校・中学校・高等学校） 

不動産や不動産鑑定士について理解を深めてもらうことを目的とし、次のとおり「不動産

教室」を開催しました。 

開催日 場所 対象学年 参加人数 

２０２５年 ７月 ５日 新宿区立四谷中学校 全学年 ９０名 

２０２６年 １月１６日 日本大学豊山高等学校 ３年生 ８７名 

２０２６年 ２月 ４日 群馬県立下仁田高等学校 ３年生 １９名 

２０２６年 ３月 ７日 獨協埼玉中学高等学校 中学２年生 ５７名 

 

 

２．大学等教育機関への寄付講座・セミナー等 

不動産に関する深い知識、教養を修得することを目的として、都内の大学等の教育機関に

対し、不動産に関する講座等を提供し、学生に広く不動産鑑定士の業務及び社会的役割に対

する理解と信頼を高めてもらうための活動を行いました。卒業後の社会活動に当該知識等が
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寄与することを目的とし、大学では、武蔵野大学で寄付講座、資格ガイダンス、不動産鑑定

士及び宅建士についての資格講座を行いました。 

開催内容 開催期間 実施コマ数 

不動産評価論 

（東京都不動産鑑定士協会寄付講座） 

２０２５年 ４月１６日（水）~ 

２０２５年 ７月３０日（水） 
１４コマ 

【法曹・士業プログラム】 

不動産鑑定士コース 

２０２５年 ４月１９日（土）~ 

２０２６年 ３月２１日（土） 
８４コマ 

 

 

地 価 調 査 委 員 会 （委員長・浜田哲司） 

 

１．地価動向資料等の提供 

令和８年地価公示は、精度を高めるために全国で前年と同地点数の２６，０００地点で 

実施し、東京都内では２，５６０地点で実施しました。 

当士協会では、地価公示業務等において必要な資料収集及び地価動向の把握の一助とすべ

く、 (株)エステートタイムズより購読の「月刊競売落札ニュース」を地価公示分科会に提

供するとともに閲覧室に配架しました。また、地価公示分科会及び幹事会等の運営を支援し

ました。 

 

２．新スキームによる資料の収集・整理 

国土交通省が実施する不動産取引価格情報提供制度（新スキーム）に基づき、地価公示

鑑定評価員は不動産取引価格について調査業務を行いますが、本業務について、当士協会

は、国の出先機関や都内の区市町村に対しての不動産取引のアンケート調査に関する支援

業務を実施しました。 

 

３．監視区域地価調査を実施するための業務の受託・支援 

国土利用計画法第２７条の６に定める「監視区域」（小笠原村）の地価調査業務を次のと

おり受託し、監視区域地価調査制度の的確で円滑な運用を行うことを支援しました。 

調査地点 小笠原村２地点 

調査基準日 ２０２５年４月１日、２０２５年１０月１日、２０２６年１月１日 

評 価 員 １名 

契 約 先 東京都都市整備局 

 

４．令和７年東京都地価調査基準地の不動産鑑定評価業務を実施するための業務の受託・ 

    支援 

国土利用計画法施行令第９条第１項に定める基準地の不動産鑑定評価を実施するための

業務を次のとおり受託し、鑑定評価業務の適正で円滑な運営を行いました。また、適正な

価格均衡の検討等を実施する分科会や分科会幹事、代表幹事へ支援業務を実施しました。 

調査地点 東京都内 １，２９１地点 

調査基準日 ２０２５年７月１日 

評 価 員 ３１８名（東京都より確認） 

契 約 先 東京都財務局 
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会議の開催 

２０２５年 ４月 ４日 幹事説明会 

２０２５年 ５月２２日 多摩幹事会 

２０２５年 ５月２７日 区部幹事会 

２０２５年 ６月１３日 分科会幹事会 

２０２５年 ６月２３日 南関東ブロック地方代表幹事会 

 

 

公的土地評価委員会 （委員長・森永愼一） 

 

１．要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業における不動産鑑定評価を実施するため 

の業務の受託・支援 

厚生労働省が管轄する生活保護制度の補完制度である「要保護世帯向け不動産担保型生活 

資金貸付制度」に係る不動産鑑定評価を実施するための業務を受託しました。 

評価地点 東京都内４４地点 

評 価 員 ４４名 

契 約 先 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 

 

２．固定資産税標準宅地の不動産鑑定評価を実施するための業務（本鑑定・時点修正） 

の受託 

「固定資産評価基準」（総務省告示）第１２節の一に定める標準宅地の鑑定評価及び時点

修正の業務であり、東京都主税局、東京都多摩・島しょ地区の市町村から当該業務を受託

しました。 

固定資産税及び都市計画税の課税額の基本となる固定資産の標準宅地の鑑定評価は課税

の公平性・公正性が確保される必要があり、地価公示価格を頂点とした公的土地評価間の

相互の均衡と適正化が図られる必要があります。 

当士協会は、市区町村をまとめた地域ブロック会に対し、適正な価格均衡の検討を行う

ための資料提供を含めた業務支援を実施しました。 

令和９基準年度 固定資産税標準宅地鑑定評価（本鑑定） 

調査地点 
特別区  １２，５１８地点 

市町村   ５，２７１地点 （２２市町村） 

調査基準日 ２０２６年１月１日 

評 価 員 
特別区  ２４４名（東京都が選任） 

市町村   ７０名（市町村が選任） 

契 約 先 東京都主税局、東京都多摩・島しょ地区の２２市町村 
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会議の開催 

【特別区】 

２０２５年 ８月下旬  全体説明会 

２０２５年１０月１０日 第１回地域幹事評価員会議 

２０２５年１０月２８日 第１回幹事・副幹事評価員会議 

２０２６年 １月 ８日 第２回地域幹事評価員会議 

２０２６年 １月１３日 第２回幹事・副幹事評価員会議 

２０２６年 １月１３日 区部・多摩境会議 

２０２６年 ２月１６日 第３回地域幹事評価員会議 

２０２６年 ２月２０日 第３回幹事・副幹事評価員会議 

【市町村】 

２０２５年 ９月１１日 多摩・島しょ地区全体説明会 

２０２５年１２月 ８日 多摩第４ブロック 第１回ブロック会議 

２０２５年１２月 ９日 多摩第１ブロック 第１回ブロック会議 

２０２５年１２月１１日 多摩第２Ｂブロック 第１回ブロック会議 

２０２５年１２月１１日 多摩第３ブロック 第１回ブロック会議 

２０２５年１２月１２日 多摩第２Ａブロック 第１回ブロック会議 

２０２６年 １月１３日 区部・多摩境会議 

２０２６年 ２月１３日 多摩第４ブロック 第２回ブロック会議 

２０２６年 ２月１６日 多摩第２Ａブロック 第２回ブロック会議 

２０２６年 ２月１７日 多摩第２Ｂブロック 第２回ブロック会議 

２０２６年 ２月２０日 多摩第３ブロック 第２回ブロック会議 

※多摩第１ブロック 第２回ブロック会議は書面開催 

令和６基準年度 固定資産税標準宅地鑑定評価（時点修正） 

調査地点 市町村（時点修正）  １，９３７地点 （１５市町村） 

調査基準日 ２０２５年７月１日 

評価員 市町村  ５１名（市町村が選任） 

契約先 東京都多摩・島しょ地区の１５市町村 

会議の開催 
【市町村】 

２０２５年 ９月１２日 多摩第４ブロック 時点修正バランス調整会議 

なお、固定資産標準宅地の不動産鑑定評価を実施するための業務（本鑑定）の実施体制に

ついて、特別区は特別区固定小委員会（Web会議）を開催し、東京都主税局をオブザーバー

に加え意見交換を行いました。また、他の公的評価との違いを理解し、固定資産評価に対す

る認識の共有化をはかることを目的とした固定資産評価員向けの研修会（オンデマンド配信）

を開催しました。 

 多摩・島しょ地区は多摩小委員会を開催し、全体説明会の準備、確認を行いました。 

また、「隣接市町村間のバランス検討用地図」作成のため、地図ソフトＰ－ＭＡＰを使用し、

評価員向け説明会をZoomウェビナーによるオンライン形式で開催しました。 
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情報安全活用委員会 （委員長・金塚麻実）  

 

１．閲覧室の運営 

不動産の鑑定評価及び不動産に係る一般資料を収集して、都民をはじめとした一般市民向

けにも公開しました。 

不動産取引価格情報提供制度に伴う新スキーム事例閲覧体制を円滑に運用するにあたり、

連合会から当該資料の閲覧、収集等に係る業務委託契約を締結し実施しました。 

また、当士協会が収集する事例、過去取引事例等を整備し、連合会が定める資料閲覧認定

講習会を受講した不動産鑑定士を対象に鑑定評価に必要な事例情報を閲覧室で提供しまし

た。 

なお、連合会に所属している他道府県の会員を対象とした東京都内の事例資料の閲覧等は、

インターネットによる「閲覧サポートシステム」において情報提供しており、閲覧室は、予

約制により、当士協会会員に限定して開室しています。 

 

 

２．インターネットによる事例情報等の提供並びに独自事例資料等の収集、整備 

不動産鑑定評価に必要とされる事例資料等を調査、収集して整備、保管し、連合会が定め

る資料閲覧認定講習会を受講した不動産鑑定士を対象にインターネットにより情報を提供

しました。併せて、閲覧室でもインターネット環境を整備し、ＲＥＡ－ＮＥＴによる情報提

供を可能としました。 

事例等利用件数 

取引事例データ（独自）４，５１５件 

賃貸事例データ      ４４４件 

市区町村概況調書   ３，６８９件 

閲覧室での利用件数は含んでおりません。 

事例等整備状況 

【ＲＥＡ－ＮＥＴ】 

・取引事例データ（２００５年以前の事例） 

・賃貸事例データ 

・市区町村概況調書 

【会員向けサイト】 

・株式会社ＪＰＸ総研が適時開示する不動産の譲渡及び取得情報 

・不動産競売情報に基づく借地権事例データ 

・財務省国有財産売却情報に基づくデータ 

閲覧室設置場所 虎ノ門ワイコービル３階（港区虎ノ門５－１２－１） 

開 館 時 間 

原則、月曜日～金曜日（国民の祝日は除く） 

９時３０分～１２時、１３時３０分～１６時３０分 

 

利 用 者 １２０名（２０２５年４月１日～２０２６年３月３１日） 

事例等整備状況 

（※２０２５年度 

   登録件数） 

 

取引事例（新スキーム事例） 

・閲覧３次事例（宅地、林地、農地）  １５，５１０件 

・閲覧３次事例（マンション）     １６，１３８件 

 ・閲覧４次事例（宅地、林地）     １５，６５４件 

その他、各種統計資料、不動産関連の情報誌・書籍、地図等 
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・ちばんＭＡＰ（エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社提供） 

【一般向けサイト】 

・株式会社ＪＰＸ総研が適時開示する不動産の譲渡及び取得情報 

利 用 時 間 原則、年中無休（※稼働時間は、午前５時から午前０時） 

 

【当士協会の独自情報について】 

独自情報 範囲・件数※ 提供先 

①【独自事例】 

地価公示、地価調査分科会の協

力により作成された新スキーム

以外の公開情報に基づく取引事

例 

 

東京都     ８７件   

 

 

 

ＲＥＡ－ＮＥＴの「士

協会独自事例閲覧」よ

り提供。新規登録は、

８月と２月。 

②【Ｊ－ＲＥＩＴ等の情報】 

株式会社ＪＰＸ総研が適時開示

する不動産の譲渡及び取得情報

からデータを作成 

全国 

東京都     ８６件 

東京都以外  ２０４件 

 計     ２９０件 

 

当士協会ホームページ

会員向けサイトの「鑑

定資料・研究」より、

データをＥｘｃｅｌフ

ァイル形式で提供。

②、④は開示資料もＰ

ＤＦファイル形式で提

供。更新は毎月。 

③【借地権の情報】 

不動産の競売情報からデータを

作成 

東京都並びに近県 

東京都     １９件 

神奈川県     ３件 

千葉県      ３件 

埼玉県      ４件 

 計          ２９件 

④【財務省の国有財産売却情報に

基づくデータ】 

  

全国 

関東財務局    ５９件 

関東財務局以外３２４件 

 計     ３８３件 

※２０２５年度登録件数 

 

 

鑑定評価類似行為防止委員会 （委員長・下野好弘） 

 

１．鑑定評価類似行為の防止活動 

不動産鑑定士及び不動産鑑定士補並びに不動産鑑定業者でない者による不動産の鑑定

評価の類似行為もしくはこれを誘発するおそれのある行為（以下、「類似行為」という。）

の防止等を目的として、 以下の活動を行いました。  

（１）広報活動を通じて、類似行為の防止に関する、会員に対する周知活動を行いました。 

（２）類似行為に関する情報収集を行い、具体的な対応を行いました。 

（３）連合会鑑定評価類似行為防止委員会と協力して、類似行為防止の対応について検討し

ました。 
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３０周年記念事業ＰＴ（委員長・小澤孝明） 

 

１．設立３０周年記念誌の発行 

  設立３０周年記念誌を次のとおり、発刊、配布しました。 

発 刊 日 令和７年９月 

作成部数 ９７８部 

配 付 先 国土交通省、東京都、友好団体 

 

２．設立３０周年記念グッズの制作 

  設立３０周年記念グッズを次のとおり制作しました。 

記念グッズ 
①クリアファイル 

②ポスター 

制作部数 
①クリアファイル：５，０００枚 

②ポスター：３，５００枚 

 

３．動画コンテンツの制作 

  当士協会のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにおいて、動画を公開しました。 

 

４．設立３０周年特設サイトの制作 

  当士協会ホームページにおいて、設立３０周年特設サイトを公開しました。 
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収益事業等（相互扶助等事業） 

（会員を対象とした事業） 

 

 

総 務 財 務 委 員 会 （委員長・浅井康徳） 

 

１．適正な財務管理等の実施 

各委員会による事業実施計画案及び予算案並びに２０２５年度決算見込みについて審

議を行い、公益目的事業及び収益等事業のバランスのとれた活動を目指し、公益法人とし

ての適正な財務管理を行いました。 

 

２．規程等の見直し 

「定款」の一部改正、「事務局職員の育児・介護における休業及び短時間勤務等に関す

る規程」、「事務局職員給与規程」、「委員会謝金等支給規程」、「資料の収集・管理・閲覧・

利用に関する規程」の見直しを行いました。 

検討を行った規程については、「管理・運営事項」の「規程及び規則の制定・一部改正」

に記載しています。 

 

３．慶弔制度、表彰制度 

 

①お悔やみ 石川  智  殿（２０２５年  ２月） 

近藤  忠義  殿（２０２５年 ４月） 

渡邊  幸男 殿（２０２５年１０月） 

宮之原 和彦 殿（２０２５年１１月） 

               星野  英仁 殿（２０２６年 １月） 

  

②ご結婚            ５名 

 

③叙勲           旭日双光章  稲野邉 俊 殿 

瑞宝双光章  梶山  彰 殿 

 

 

４．親睦行事の開催 

行事内容 開催日 場   所 参加人数 

ボウリング大会 

（多士業交流会） 
２０２５年５月２４日（土） 

東京ドーム 

ボウリングセンター 
５６名 

囲 碁 大 会 ２０２５年６月１４日（土） 
日本棋院 

有楽町囲碁センター 
１０名 

ジョギング大会 ２０２５年９月２８日（日） 荒川河川敷 １９名 
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行事内容 開催日 場  所 参加人数 

バーベキュー親睦会 

（多士業交流会） 
２０２５年１１月１５日（土） 

世界のビール博物館 

東京スカイツリータ

ウン・ソラマチ店 

４０名 

 

５．会議室の貸し出し 

地価公示、地価調査の分科会に５回貸出しました。（前年度：８回） 

 

 

業務 推 進 委 員 会 （委員長・牧野義弘） 

 

１．隣接・周辺業界との連携 

  日本弁理士会関東会、東京弁護士会、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会と業務

連携についての意見交換を行い、また、以下の各研修に講師派遣を行いました。 

 

実施(配信開始)日 主催 研修内容 

２０２５年 ４月 ９日 公益財団法人不動産流

通推進センター 

令和７年地価公示の概要と実務

上役立つ全国地価マップの使い

方 

２０２５年 ７月１１日 東京弁護士会 所有者不明土地建物／管理不全

土地建物管理事件 

２０２５年１０月１０日 公益財団法人不動産流

通推進センター 

令和７年都道府県地価調査の概

要と関連するマーケット情報に

ついて 

２０２５年１２月 ９日 日本弁理士会関東会 不動産鑑定士業務から学ぶ知財

活用・評価の考え方 ～プロフェ

ッショナルは『価値』をどう算定

し、ビジネスにするのか～ 

 

２．空き家・所有者不明土地等対策関連 

  杉並区空家等対策協議会、板橋区老朽建築物等対策協議会、三鷹市空家等対策協定団体

連絡会等へ当委員会委員を派遣しており、各協議会等での活動報告を受けました。これに

より、都内における空き家等関連施策に係る情報の集積と共有を図り、同分野において不

動産鑑定士が貢献できる範囲等について検討を行いました。 

 

 

３．業務適正化の検討 

  連合会業務委員会が推進する業務適正化関連の各取り組みに協力を行いました。 
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広 報 委 員 会 （委員長・木下典子） 

 

１．会報の発行 

不動産鑑定に関連する内容、当士協会の業務状況を案内する会報誌を発行し、会員に配

布しました。 

会 報 誌 「かんてい・ＴＯＫＹＯ」第１０６号・第１０７号 

発 刊 日 第１０６号：２０２５年８月 第１０７号：２０２６年１月 

作成部数 各１，８００部 

 

 

研 究 研 修 委 員 会 （委員長・小熊忍） 

 

１．実務相談用掲示版の運用 

会員の実務における疑問を気軽に相談する事が出来る会員専用フォーラム（実務相談掲

示板）を運用いたしました。 

 

２．研修会の開催 

会員の要望を反映させるべく時宜を得たテーマを選定し、研修会を開催しました。 

 

第６４回定期研修会 （設立３０周年記念講演会） 

テーマ （第一部）「定期借地権の現在位置」 

（第二部）「蟻鱒鳶ル、未知への挑戦」 

日 時 ２０２５年６月１０日（火） 

会 場 集合研修（東京ドームホテル オーロラ Ｂ１Ｆ） 

講 師 （第一部）大木 祐悟 氏（旭化成ホームズ株式会社） 

（第二部）岡 啓輔 氏（一級建築士） 

参加者 ２１３名 

 

第１９回ＴＡＲＥＡカレッジ 

テーマ 「最有効使用の再考  

  ―建物再生における工夫と価値創出の実例―」 

日 時 ２０２５年１１月１８日（火） 

会 場 オンラインライブセミナー・集合研修（東京都不動産鑑定士協会会議室） 

講 師 芝田 拓馬 氏（安田不動産株式会社） 

参加者 ８０名 

 

第２０回ＴＡＲＥＡカレッジ 

テーマ ここに着目！エンジニアリングレポートの見方 

日 時 ２０２６年３月６日（金） 

会 場 オンラインライブセミナー・集合研修（東京都不動産鑑定士協会会議室） 

講 師 吉野川 健一 氏（大和不動産鑑定株式会社）  

大口 英俊 氏（東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社） 
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参加者 ７３名 

 

３．見学会の開催 

会員の要望を反映させるべく時宜を得たテーマを選定し、見学会を開催いたしました。 

 

見学会 八王子都市計画事業 川口土地区画整理事業 

日 時 ２０２５年５月２０日（火） 

概 要 【見学会】 

会場：八王子都市計画事業 川口土地区画整理事業  

（フジタ・大和ハウス工業特定建設工事共同企業体 八王子川口造成作業

所） 

所在地：東京都八王子市美山町１３５２－１ 

参加者 見学会：１９名 

 

 

公的土地評価委員会 （委員長・森永愼一） 

 

１．売却予定都有地に伴う不動産鑑定評価業務を実施するための業務の受託   

受託件数 ４件 

評 価 員 ４名（東京都が選任） 

契 約 先 東京都財務局 

 

２．警視庁発注の不動産鑑定評価業務を実施するための業務の受託 

受託件数 ４件 

評 価 員 ４名 （警視庁が選任） 

契 約 先 警視庁総務部 

 

３．東京都港湾局所管案件の不動産鑑定評価業務を実施するための業務の受託 

受託件数 ６件 

評価 員  ６名 （東京都が選任） 

契約 先  東京都港湾局 

 

 

情報安全活用委員会 （委員長・金塚麻実）  

 

１．刊行物等の発行 

（１）作成資料：地価公示・地価調査個別格差率資料 

 

 

提供方法 当士協会ホームページ会員向けサイト 

目  的 
公的調査の利活用のため、不動産鑑定評価業務に必要な情報を取

りまとめ、当士協会会員に提供する目的で作成しました。 
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３０周年記念事業ＰＴ（委員長・小澤孝明） 

 

１．設立３０周年記念講演会 

  設立３０周年記念として、次のとおり講演会を開催しました。 

テーマと 

講 師 

第一部「定期借地権の現在位置」 

    大木 祐悟 氏（旭化成ホームズ株式会社） 

第二部「蟻鱒鳶ル、未知への挑戦」 

    岡 啓輔 氏（一級建築士） 

日 時 令和７年６月１０日（火）  

会 場 東京ドームホテル 地下１階「オーロラ」 

参加者 ２１３名 

 

２．設立３０周年記念祝賀会 

  設立３０周年記念として、次のとおり祝賀会を開催しました。 

日 時 令和７年６月１０日（火） 

 会 場 東京ドームホテル 地下１階「天空」 

イベント アンバサダー（綺咲 愛里 氏）就任式、 

ヴァイオリン・チェロ・ピアノによるアンサンブル演奏 

参加者 ３８１名 

 

３．設立３０周年記念誌の発行 

設立３０周年記念誌を次のとおり発刊し、会員に配布しました。 

発 刊 日 令和７年９月 

作成部数 １，８２２部 
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管理・運営事項 

 

総会・理事会の開催状況 

１.総会の開催状況 

＜第４６回総会＞ 

 日 時：２０２５年６月１０日（火）１０時００分開会 １１時４５分閉会 

場 所：東京都文京区後楽一丁目３番６１号 東京ドームホテル「オーロラ」 

議決権総数： １，７９８名 

定足数：       ８９９名 

出席者数：  １，２５２名（内・議決権行使書１,０３９通、委任状１３３通 

出席者８０名） 

 議 案 

  ・２０２４年度決算承認の件（２０２４年４月１日～２０２５年３月３１日） 

  ・役員改選に関する件 

 

２．理事会の開催状況 

＜第３２９回＞  

 日 時：２０２５年４月１７日（木）１５時００分開会 １６時５０分閉会 

場 所：港区虎ノ門５－１２－１士協会会議室(虎ノ門ワイコービル３階) 

Web会議形式（ハイブリッド会議） 

出席者：理事 １９名 監事 ３名 

 議 題 

〇審議事項 

（１）入会者等について 

（２）総会における議決権行使について 

（３）事務局のパソコンの更新について 

（４）育児・介護休業法改正に伴う規程の見直しについて 

（５）「事務局職員給与規程」の改正について 

〇協議事項 

（１）３０周年記念事業について 

（２）新システムの開発状況について（ＢＰ社対応） 

〇報告事項 

（１）退会者・会員異動状況・賛助会員案内について 

（２）新システムの開発状況について 

（３）委員会報告 

（４）連合会業務執行理事会報告 

（５）監事講評 

 

＜第３３０回＞  

 日 時：２０２５年５月８日（木）１５時００分開会 １７時００分閉会 

場 所：港区虎ノ門５－１２－１士協会会議室(虎ノ門ワイコービル３階) 

Web会議形式（ハイブリッド会議） 
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出席者：理事 １９名 監事 ３名 

〇審議事項 

（１）入会者等について 

（２）定款第１２条第１項第３号該当者（みなし退会者）について 

（３）ＢＰ社対応について 

（４）総会書類等について                               

・事業報告 

  ・貸借対照表 

  ・正味財産増減計算書 

  ・貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

  ・財産目録 

（５）周年行事引当資産の取崩について 

（６）総会表彰者（案）について 

（７）情報開示請求に伴う対応について 

〇報告事項 

（１）退会者・会員異動状況・賛助会員案内について 

（２）新システムの開発状況について 

（３）顧問相談役会の予定内容の確認について 

（４）３０周年記念事業について 

（５）令和７年度弁護士と不動産鑑定士による春の不動産相続無料相談会 

（６）委員会報告 

（７）連合会業務執行理事会報告 

（８）監事監査報告 

（９）監事講評 

 

＜第３３１回＞ 

 日 時：２０２５年６月１０日(火) １１時４５分開会 １２時００分閉会 

場 所：東京都文京区後楽１-３-61 東京ドームホテル 地下１階「オーロラ」 

出席者：理事 ２０名 監事 ３名 

 議 題 

〇審議事項 

・議長の選出について 

・代表理事及び業務執行理事の選定について 

・会長職務代行順序について 

・常設委員会の委員長の委嘱について 

 

＜第３３２回＞ 

 日 時：２０２５年６月２６日（木）１５時００分開会 １８時００分閉会 

場 所：港区虎ノ門５－１２－１士協会会議室(虎ノ門ワイコービル３階) 

Web会議形式（ハイブリッド会議） 

出席者：理事 ２０名 監事 ３名 

 議 題 
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〇審議事項 

（１）入会者等について                  

（２）「委員会謝金等支給規程」の改正（総務財務委員会追認前提）について  

〇協議事項 

（１）顧問・相談役の委嘱について  

〇告事項項 

（１）退会者・会員異動状況・賛助会員案内について 

（２）第４６回総会開催報告について  

（３）ＢＰ社対応について  

（４）一般社団法人東京都建築士事務所協会との調印式開催報告  

（５）見学会開催結果   

（６）ボウリング大会開催報告         

（７）囲碁大会開催報告     

（８）委員会報告                     

（９）代表理事・業務執行理事職務執行状況報告      

（10）連合会業務執行理事会報告            

（11）監事講評 

 

＜第３３３回＞ 

日 時：２０２５年７月２３日（水）１５時００分開会 １７時1５分閉会 

場 所：港区虎ノ門５－１２－１士協会会議室(虎ノ門ワイコービル３階) 

Web会議形式（ハイブリッド会議） 

 出席者：理事１８名 監事 ３名 

〇審議事項 

（１）入会者等について                 

（２）「委員会謝金等支給規程」の改正                       

（３）委員会委員の委嘱について                

〇協議事項 

（１）「定款」「役員選挙規程」「委員会謝金等支給規程」改正のためのプロジェクト 

チームの組成について 

（２）委員会規程第４条「委員」のインセンティブ付与について 

〇報告事項 

（１）退会者・会員異動状況・賛助会員案内について  

（２）顧問・相談役の委嘱結果について                            

（３）東京弁護士会主催夏期合同研究 講師派遣報告          

（４）固定資産標準宅地鑑定評価（多摩・島しょ地区）の事務経費について  

（５）委員会報告                            

（６）連合会業務執行理事会報告             

（７）監事講評                         

 

 

＜第３３４回＞ 

日 時：２０２５年９月１６日（火）１５時００分開会 １７時1５分閉会 
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場 所：港区虎ノ門５－１２－１士協会会議室(虎ノ門ワイコービル３階) 

Web会議形式（ハイブリッド会議） 

 出席者：理事１８名 監事 ３名 

〇審議事項 

（１）入会者等について                

（２）委員会委員の追加委嘱について             

（３）育児・介護休業法改正に伴う規程の見直しについて   

〇協議事項 

（１）理事の辞任に伴う対応について                  

〇報告事項 

（１）退会者・会員異動状況・賛助会員案内について         

（２）役員就任時提出書類「確認書」の文言変更について      

（３）令和７年度「弁護士と不動産鑑定士による夏の不動産・相続無料相談会」開催報告    

（４）北区との「災害時における住家被害認定調査等に関する協定」締結式開催報告       

（５）公式キャラクター使用許可申請状況             

（６）第5回 安否確認テスト（令和７年９月１日実施）の実施状況について          

（７）新事務局システム（ＢＰ社対応及び開発状況）について  

（８）職員の採用予定について                            

（９）委員会報告                                        

（10）連合会業務執行理事会報告             

（11）監事講評                      

                        

＜第３３５回＞ 

 日 時：２０２５年１０月２２日（水）１５時００分開会 １７時１５分閉会 

場 所：港区虎ノ門５－１２－１士協会会議室(虎ノ門ワイコービル３階) 

Web会議形式（ハイブリッド会議） 

 出席者：理事 １９名 監事 ３名 

 議 題 

〇審議事項 

（１）入会者等について                  

（２）会費減免者について                 

（３）委員会委員の追加委嘱について            

（４）公認会計士による会計監査の実施について        

（５）「資料の収集・管理・閲覧・利用に関する規程」の改正について                         

（６）ＢＰ社対応について                                  

〇協議事項 

（１）会員向けイベントの運営について   

〇報告事項 

（１）退会者・会員異動状況・賛助会員案内について         

（２）令和７年度秋の講演会の開催について        

（３）第３０回東京の１０士業事業と暮らしのよろず相談会開催報告                       

（４）令和７年度司法書士と不動産鑑定士による秋の不動産・相続無料相談会開催報告                               

（５）ジョギング大会開催報告                              
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（６）「日本不動産鑑定士協会連合会設立６０周年記念式典・祝賀会ツアー」 開催報告                   

（７）住家被害認定調査等研修会（実地演習）開催報告       

（８）定款PT検討内容の報告                 

（９）委員会報告                                       

（10）代表理事・業務執行理事職務執行状況報告      

（11）連合会業務執行理事会報告          

（12）監事講評                    

 

＜第３３６回＞ 

 日 時：２０２５年１１月１２日（水）１５時００分開会 １７時１５分閉会 

場 所：港区虎ノ門５－１２－１士協会会議室(虎ノ門ワイコービル３階) 

Web会議形式（ハイブリッド会議） 

 出席者：理事 １９名 監事 ３名 

 議 題 

〇審議事項 

（１）入会者等について                   

〇協議事項 

（１）定款の一部改正(定款PTによる検討)      

（２）会員向け行事（イベント）について                 

〇報告事項 

（１）資格変更・退会者・会員異動状況・賛助会員案内について  

（２）公益財団法人不動産流通推進センター・公認不動産コンサルティングマスター 

向け情報発信動画「令和７年都道府県地価調査の概要と関連するマーケット情 

報について」講師派遣報告                                         

（３）設立３０周年記念事業のアンケート結果について    

（４）ＢＰ社対応について                 

（５）委員会報告                                         

（６）連合会業務執行理事会報告              

（７）監事講評               

 

＜第３３７回＞ 

 日 時：２０２５年１２月２３日（火）１５時００分開会 １７時００分閉会 

場 所：港区虎ノ門５－１２－１士協会会議室(虎ノ門ワイコービル３階) 

Web会議形式（ハイブリッド会議） 

 出席者：理事 １８名 監事 ３名 

 議 題 

〇審議事項 

（１）入会者等について                  

（２）定款の一部改正(定款PTによる検討)        

（３）会員向け行事（イベント）の実施方法(同好会方式)について               

〇報告事項 

（１）資格変更・退会者・会員異動状況・賛助会員案内について 

（２）令和7年秋の講演会「都市と不動産を考える」開催報告 
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（３）「バーベキュー親睦会」開催報告                        

（４）第19回ＴＡＲＥＡカレッジ開催報告                         

（５）「東京都行政書士会との連絡協議会」開催報告         

（６）日本弁理士会関東会主催研修会「不動産鑑定士業務から学ぶ知財活用・評価の 

考え方」講師派遣報告           

（７）ＢＰ社対応について                                  

（８）委員会報告                                       

（９）連合会業務執行理事会報告                

（10）監事講評    

 

＜第３３８回＞ 

 日 時：２０２６年１月１９日（月）１５時００分開会 １６時５５分閉会 

場 所：港区虎ノ門５－１２－１士協会会議室(虎ノ門ワイコービル３階) 

Web会議形式（ハイブリッド会議） 

 出席者：理事 １８名 監事 ３名 

 議 題 

〇審議事項 

（１）入会者等について                  

（２）定款の一部改正について            

（３）令和８年東京都地価調査に係る鑑定評価料等の支払い基準について                     

〇協議事項 

（１）２０２６年度事業計画（案）・収支予算（案）について        

〇報告事項 

（１）退会者・会員異動状況・賛助会員案内について         

（２）令和８年新年賀詞交歓会について             

（３）他士業団体の賀詞交歓会状況について                  

（４）委員会報告                                         

（５）代表理事・業務執行理事職務執行状況報告               

（６）監事講評                          

 

＜第３３９回＞ 

 日 時：２０２６年２月１７日（火）１５時００分開会 １７時２５分閉会 

場 所：港区虎ノ門５－１２－１士協会会議室(虎ノ門ワイコービル３階) 

Web会議形式（ハイブリッド会議） 

 出席者：理事 １９名 監事 ３名 

議 題 

〇審議事項 

（１）入会者等について         

〇協議事項 

（１）２０２６年度事業計画（案）・収支予算（案）について  

〇報告事項 

（１）退会者・会員異動状況・賛助会員案内について 

（２）固定資産標準宅地鑑定評価（多摩・島しょ地区）の事務経費について              
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（３）日本大学豊山高等学校不動産教室開催報告                

（４）令和８年新年賀詞交歓会開催報告                          

（５）公認会計士による「合意された手続き業務実施結果報告書」について       

（６）委員会報告                

（７）連合会業務執行理事会報告         

（８）監事講評                       

 

＜第３４０回＞ 

 日 時：２０２６年３月１３日（金） １５時００分開会 １６時４０分閉会 

場 所：港区虎ノ門５－１２－１士協会会議室(虎ノ門ワイコービル３階) 

Web会議形式（ハイブリッド会議） 

出席者：理事 １９名 監事 ３名 

〇審議事項   

（１）入会者等について  

（２）事務局長の採用について                   

（３）会費減免者について                

（４）２０２６年度事業計画（案）・収支予算（案）について 

（５）資金調達及び設備投資の見込み（案）について   

〇報告事項 

（１）退会者・会員異動状況・賛助会員案内について         

（２）群馬県立下仁田高等学校不動産教室開催報告  

（３）財務健全化PT報告                       

（４）委員会報告               

（５）連合会業務執行理事会報告         

（６）監事講評                       
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２０２５年度理事会等開催結果 

 

年 月 日 会 議 名 時 間 場  所 

2025 ４ １７（木） 第３２９回理事会 
15：00 

～16：50 

ハイブリット会議 

東京士協会会議室 

 ５ ８（木） 第３３０回理事会 
15：00 

～17：00 

ハイブリット会議 

東京士協会会議室 

 ５ ２２（木） 顧問・相談役会 
10:00 

～12：00 
東京士協会会議室 

 ６ １０（火） 第４６回総会 
10：00 

～11：45 
東京ドームホテル 

 ６ １０（火） 第３３１回理事会 
11：45～ 

12：00 
東京ドームホテル 

 ６ ２６（木） 第３３２回理事会 
15：00 

～17：10 

ハイブリット会議 

東京士協会会議室 

 ７ ２３（水） 第３３３回理事会 
15：00 

～17：15 

ハイブリット会議 

東京士協会会議室 

 ９ １６（火） 第３３４回理事会 
15：00 

～17：15 

ハイブリット会議 

東京士協会会議室 

 １０ ２２（水） 第３３５回理事会 
15：00 

～17：15 

ハイブリット会議 

東京士協会会議室 

 １１ １２（水） 第３３６回理事会 
15：00 

～17：15 

ハイブリット会議 

東京士協会会議室 

 １２ ２３（火） 第３３７回理事会 
15：00 

～17：00 

ハイブリット会議 

東京士協会会議室 

2026 １ １９（月） 第３３８回理事会 
15：00 

～16：55 

ハイブリット会議 

東京士協会会議室 

 ２ １７（火） 第３３９回理事会 
15：00 

～17：25 

ハイブリット会議 

東京士協会会議室 

 ３ １３（金） 第３４０回理事会 
15：00 

～16：40 

ハイブリット会議 

東京士協会会議室 
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委員会等開催状況 

2025年度各種会議開催状況一覧（2025.4～2026.3） 

 

会  議  名 開催回数 備  考 

総     会 

理   事   会 

監     査 

＜総 務 財 務 委 員 会＞ 

周年記念事業準備小委員会 

＜業 務 推 進 委 員 会＞ 

他士業小委員会 

＜相 談 事 業 委 員 会＞ 

１０士業よろず相談会 

春の無料相談会（東京弁護士会） 

夏の無料相談会（第一東京弁護士会） 

秋の無料相談会（東京司法書士会） 

地 域 相 談 会（士業合同） 

   

 

 

 

＜災害対策支援委員会＞ 

住家被害認定調査等に係る研修会 

災害復興まちづくり支援機構 

 

 

＜広  報  委  員  会＞  

＜研 究 研 修 委 員 会＞ 

  研修小委員会 

  地代小委員会 

定期研修会 

ＴＡＲＥＡカレッジ 

研修・見学会 

＜不動産教室推進委員会＞ 

  不動産教室 

  武蔵野大学寄付講座 

＜地 価 調 査 委 員 会＞ 

基準地地価調査小委員会 

分科会幹事会等 

 

 

 

 

 

＜公 的 土 地 評 価 委 員 会＞ 

１ 

１２ 

２ 

４ 

１ 

２ 

３ 

１ 

４ 

３ 

３ 

３ 

４０ 

 

 

 

 

３ 

１ 

 １５ 

 

 

２ 

３ 

１ 

１ 

１ 

２ 

１ 

２ 

４ 

２ 

１ 

１ 

９ 

 

 

 

 

 

  １ 

２０２５年６月１０日開催 

 

監事監査（２回） 

 

 

 

 

 

実行委員会、反省会 

準備会、反省会 

準備会、反省会 

準備会、反省会 

準備会、反省会 

豊島（６回）・台東（６回）・北（３回）・ 

港（３回）・杉並（３回）・府中（５回）・ 

板橋（６回）・三鷹武蔵野（３回）・ 

足立（３回）・町田（２回） 

 

 

総会、事務局会議、運営委員会議、企画会議、

令和７年・令和８年シンポジウム準備委員

会、実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地価公示】 

区部幹事会、多摩幹事会、分科会幹事会、 

南関東ブロック地方代表幹事会 

【地価調査】 

幹事説明会、区部幹事会、多摩幹事会、分科

会幹事会、南関東ブロック地方代表幹事会 
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特別区（小委員会含む） 

多 摩（小委員会含む） 

＜情 報 安 全 活 用 委 員 会＞ 

＜鑑定評価類似行為防止委員会＞ 

 

３ 

３ 

２ 

 

 

 

綱紀・懲戒委員会（委員長・石田 武） 

 

審議すべき検討事項・議決事項等、審査命令はありませんでした。 

 

 

規程及び規則の制定・一部改正 

 

○「事務局職員の育児・介護における休業及び短時間勤務等に関する規程」一部改正 

（２０２５年４月１７日  第３２９回理事会） 

（２０２５年９月１６日  第３３４回理事会） 

○「事務局職員給与規程」一部改正 

（２０２５年４月１７日  第３２９回理事会） 

○「委員会謝金等支給規程」一部改正 

（２０２５年７月２３日  第３３３回理事会） 

○「資料の収集・管理・閲覧・利用に関する規程」一部改正 

        （２０２５年１０月２２日 第３３５回理事会） 
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(単位：円) 

(単位：円) 

　　②中小企業退職金共済掛金　  900,000円

　　③退職給付費用（①＋②）　 2,969,170円

（３）退職給付費用に関する事項
　退職給付費用に計上した金額は以下のとおりである。
　　①勤務費用　　　　　        2,069,170円

    ②中小企業退職金共済給付額 　　 12,032,875円

　　③退職給付引当金　　       　 8,980,190円

６．退職給付関係
（１）採用している退職給付制度の概要
　職員の退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を引当金計上している。

（２）退職給付債務及びその内訳
　　①退職給付債務　　       　　 21,013,065円

合　　　　　　計 0 0 0 0

貸借対照表上

本年度は無し － 0 0 0 0 ―

※3年経過後の一括償却資産・電話加入権は除く

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

ソフトウェア 74,488,675 28,848,208 45,640,467

合　　　　　　計 100,614,887 45,914,821 54,700,066

建物付属設備 8,297,009 2,919,824 5,377,185

什器備品 17,829,203 14,146,789 3,682,414

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科　　　　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

合　　　　　　計 14,349,235 (0) (0) (14,349,235)

周年行事引当資産 0 (0) (0) (0)
小　　　　　　計 14,349,235 (0) (0) (14,349,235)

退職給付引当資産 8,980,190 (0) (0) (8,980,190)
役員退職慰労引当資産 5,369,045 (0) (0) (5,369,045)

産からの充当額） 対応する額）
特定資産

３．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円) 

科　　　　　　目 当期末残高
（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に
産からの充当額）

小　　　　　　計 46,245,337 2,854,884 34,750,986 14,349,235

合　　　　　　計 46,245,337 2,854,884 34,750,986 14,349,235

周年行事引当資産 30,000,000 0 30,000,000 0

役員退職慰労引当資産 4,583,331 785,714 0 5,369,045

特定資産

退職給付引当資産 11,662,006 2,069,170 4,750,986 8,980,190

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位：円) 

科　　　　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

　　　期末要支給額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理
　　・消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

２．特定資産の増減額及びその残高

　　　期末要支給額に相当する金額から中小企業共済給付額を控除した金額を計上している。

　　・役員退職慰労引当金
　　　役員に対する退職給付金の支給に備えるため、「役員の報酬に関する規程」に基づく

（２）固定資産の減価償却の方法

      ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法によっている。
　　・10万円以上20万円未満の一括償却資産は、3年均等償却により行っている。
　　・無形固定資産は、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

財務諸表に対する注記（案）

１．重要な会計方針
（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　・棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法によっている。

　　・建物付属設備及び什器備品は、定率法により行っている。

　　・職員退職給付引当金
　　　職員に対する退職給付金の支給に備えるため、「事務局職員退職金支給規程」に基づく
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議案第２号 

 

定款一部変更の件 

 

① 円滑な組織運営体制の強化及び正副会長の業務負担の適正化を図るため、副会長の定数

を増員する。 

② これまで会長の任期制限を設けておりませんでしたが、連合会および他士業団体の任期

制限規定も参考のうえ、計画的な人材の確保及び育成を通じた円滑な新陳代謝を図ると

ともに、多選による権限集中を防ぐという適切なガバナンス体制の確立を目的として会

長職に任期を制定する。 

③ 軽微な文言の修正を行う。 

 

【定款変更の内容】 

① 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会定款の（種類及び定数）第２８条第２項、第３項、

第４項の修正を行う。 

 

（種類及び定数） 

第２８条  この法人に、次の役員を置く。 

（１） 理事 １６名以上２０名以内 

（２） 監事 ２名以上３名以内 

２ 理事のうち1名を会長とし、３名を副会長、1名を専務理事とする。 

３  前項の会長及び副会長３名のうち２名の計３名を一般社団・財団法人法に規定する代表理

事とする。 

４ 前項の代表理事以外の副会長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法第９１条第１項

第２号に規定する業務執行理事とする。 

 

② 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会定款の（任期）第３２条第２項の追加を行う。 

 

（任期） 

第３２条  理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通

常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 第２９条２項に基づき、理事の中から選定される会長、副会長、専務理事については、再

任を妨げない。ただし、会長については、同一役職で通算して３期を超えての再任はできな

い。 

３  監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会

の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

４  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

５  理事又は監事は、第２８条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に

より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利

義務を有する。 
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③ 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会定款の（会員資格の喪失）第１２条第１項第４号、

（議決の制限）第２５条第１項の修正を行う。 

 

（会員資格の喪失） 

第１２条 会員が次のいずれかに該当するときは、会員資格を喪失する。 

（１）前条に基づき退会になった場合 

（２）次条に基づき除名となった場合 

（３）会費を１年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき 

（４）死亡若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき 

（５）不動産の鑑定評価に関する法律（以下「不動産鑑定法」という）第１６条各号又は第２ 

５条各号のいずれかに該当する場合 

（６）不動産鑑定法第２０条、第３０条、第４０条又は第４１条の規定による登録の消除を 

受けたとき 

（７）第６条第４項各号のいずれかに該当したとこの法人が認めたとき 

 

（議決の制限） 

第２５条 総会においては、あらかじめ通知した議題以外の事項を議決することはできない。 
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定款変更(案) 

 

「現行定款」 「変更案」 

（種類及び定数） 

第２８条  この法人に、次の役員を置く。 

（１） 理事 １６名以上２０名以内 

（２） 監事 ２名以上３名以内 

２ 理事のうち１名を会長とし、２名を副会

長、１名を専務理事とする。 

３  前項の会長及び副会長２名の計３名を一

般社団・財団法人法に規定する代表理事とす

る。 

４ 専務理事をもって一般社団・財団法人法第

９１条第１項第２号に規定する業務執行理

事とする。 

 

 

（任 期） 

第３２条  理事の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関す

る通常総会の終結の時までとする。ただし、

再任を妨げない。 

２  監事の任期は、選任後２年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する通常

総会の終結の時までとする。ただし、再任

を妨げない。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任

期は、前任者の任期の満了する時までとす

る。 

４  理事又は監事は、第２８条に定める定数

に足りなくなるときは、任期の満了又は辞

任により退任した後も、新たに選任された

者が就任するまで、なお理事又は監事とし

ての権利義務を有する。 

 

 

 

 

 

 

（種類及び定数） 

第２８条  この法人に、次の役員を置く。 

（１） 理事 １６名以上２０名以内 

（２） 監事 ２名以上３名以内 

２ 理事のうち１名を会長とし、３名を副会 

長、１名を専務理事とする。 

３  前項の会長及び副会長３名のうち２名の

計３名を一般社団・財団法人法に規定する代

表理事とする。 

４ 前項の代表理事以外の副会長及び専務理 

事をもって一般社団・財団法人法第９１条第 

１項第２号に規定する業務執行理事とする。 

 

 

（任 期） 

第３２条  理事の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関す

る通常総会の終結の時までとする。ただし、

再任を妨げない。 

２ 第２９条２項に基づき、理事の中から選

定される会長、副会長、専務理事について

は、再任を妨げない。ただし、会長につい

ては、同一役職で通算して３期を超えての

再任はできない。 

３  監事の任期は、選任後２年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する通常

総会の終結の時までとする。ただし、再任

を妨げない。 

４  補欠として選任された理事又は監事の任

期は、前任者の任期の満了する時までとす

る。 

５  理事又は監事は、第２８条に定める定数

に足りなくなるときは、任期の満了又は辞

任により退任した後も、新たに選任された

者が就任するまで、なお理事又は監事とし

ての権利義務を有する。 

 

 

 

39



 

「現行定款」 「変更案」 

（会員資格の喪失） 

第１２条  会員が次のいずれかに該当すると

きは、会員資格を喪失する。 

（１）前条に基づき退会になった場合 

（２）次条に基づき除名となった場合 

（３）会費を１年以上滞納し、かつ、催告に 

応じないとき 

（４）死亡若しくは失踪宣告を受けた場合 

（５）不動産の鑑定評価に関する法律（以下 

「不動産鑑定法」という）第１６条各 

号又は第２５条各号のいずれかに該当 

する場合 

（６）不動産鑑定法第２０条、第３０条、第 

４０条又は第４１条の規定による登録 

の消除を受けたとき 

（７）第６条第４項各号のいずれかに該当し 

たとこの法人が認めたとき 

 

 

 

（議決の制限） 

第２５条  総会においては、あらかじめ通知

した議案以外の事項を議決することはでき

ない。 

（会員資格の喪失） 

第１２条  会員が次のいずれかに該当すると

きは、会員資格を喪失する。 

（１）前条に基づき退会になった場合 

（２）次条に基づき除名となった場合 

（３）会費を１年以上滞納し、かつ、催告に 

応じないとき 

（４）死亡若しくは失踪宣告を受け、又は会 

員である団体が解散したとき 

（５）不動産の鑑定評価に関する法律（以下 

「不動産鑑定法」という）第１６条各 

号又は第２５条各号のいずれかに該当 

する場合 

（６）不動産鑑定法第２０条、第３０条、第 

４０条又は第４１条の規定による登録 

の消除を受けたとき 

（７）第６条第４項各号のいずれかに該当し 

たとこの法人が認めたとき 

 

 

（議決の制限） 

第２５条  総会においては、あらかじめ通知 

した議題以外の事項を議決することはでき 

ない。 
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２０２６年度 

 

事 業 計 画 書 

収 支 予 算 書 
２０２６年 ４月 １日から 

２０２７年 ３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 

 

この事業計画書並びに収支予算書は、2026 年 2月 24 日にメールマガジンで案内し、会員サイト

に掲載、意見聴取を行った上、2026年 3月 13日の第 340回理事会で承認されております。 

なお、事業計画書並びに収支予算書は、公益法人移行後は、決議事項ではないため参考として添

付しております。 
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２０２６年度の事業計画の実施に当たっては、当会が公益社団法人であることを

鑑み、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額保有制限という公益財務三基準の

適合を図ることにより「透明性」と「説明責任」を十分に果たしていきたいと考え

ております。 

また、令和７年（２０２５年）４月から制度が改正されたことにより、中期的収

支均衡、特定費用準備資金、使途不特定財産といった緩和策が盛り込まれたことか

ら、これらについても検討を行い、また合わせて事務局運営の合理化、健全化に努

めることにより、財政の健全化を図っていき、会員の皆様にとって有益な会となる

ことを目的としたいと思います。 

 

具体的な重点目標は次のとおりです。 

 

・若手および当業界に入って間もない会員に対して、研修などを通じて鑑定評価書 

作成の具体的な指導、鑑定事務所運営に関するノウハウの提供などを行う。 

・他士業との相互研修等の交流を図ることにより、より多くの知見を得るととも

に、具体的な業務の拡充を図る。 

・事務局機能を再構築することにより、業務負担の適正化と働き方を根本的に見直

し、事務局を長期に亘り安心して働き続けられる職場とする。 

 

 

公益目的事業 

 

相 談 事 業 委 員 会 （委員長・田村直之） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

６，００５千円 ６，０７０千円 △６５千円 

 

１.無料相談会の実施 

都民をはじめとした一般市民を対象に、不動産価格、不動産に係る権利(借地権・借家権等)の

価格、不動産の賃料(地代・家賃) 、空き家不動産の価値判断や有効活用をはじめ不動産に関す

る諸問題に関し、助言・回答を行い、相談者の問題解決に寄与することを目的とし、以下の相談

会を開設する。開催日時、相談会の内容は当士協会のホームページ・会報・チラシで周知する。 

 

（１）定例無料相談会の開設                 

   開催場所：当士協会事務所内 

開 催 日：毎月第１、３水曜日 午後１時～午後４時３０分 

相 談 員：不動産鑑定士 各日２名 延べ約４４名 

※２０２１年４月よりオンライン（Ｚｏｏｍ）、電話相談形式で再開 

43



 

※２０２３年６月より東京商工会議所が後援 

【予算：４００千円】 

（２）街頭無料相談会 

①春の街頭無料相談会の開設             

開催場所：新宿西口広場イベントコーナー 

開催時期：４月上旬～下旬 

相 談 員：不動産鑑定士など 約５５名 

※２０２５年度は東京弁護士会と共催 

【予算：９９５千円】 

②夏の街頭無料相談会の開設           

開催場所：新宿西口広場イベントコーナー 

開催時期：７月上旬～下旬 

相 談 員：不動産鑑定士など 約５５名 

※２０２５年度は第一東京弁護士会と共催 

【予算：１，０４０千円】 

③秋の街頭無料相談会の開設           

開催場所：新宿西口広場イベントコーナー 

開催時期：１０月上旬～下旬 

相 談 員：不動産鑑定士など 約５５名 

※２０２５年度は東京司法書士会と共催 

【予算：９２０千円】 

（３）団体合同無料相談会への相談員派遣 

①多士業合同地域よろず無料相談会への相談員派遣   

専門士業団体の資格者を相談員として、杉並区、港区、北区、豊島区、板橋区、

渋谷区、足立区、台東区、武蔵野市、府中市、町田市等において開催される無料

相談会に相談員を派遣する。 

相 談 員：不動産鑑定士 約９０名 

②１０士業「暮らしと事業のよろず相談会」への相談員派遣 

   １０士業各会（公益社団法人東京都不動産鑑定士協会、（東京・第一・第二）弁

護士会、東京税理士会、東京司法書士会、日本公認会計士協会東京会、東京都行

政書士会、日本弁理士会関東会、東京都社会保険労務士会、東京土地家屋調査士

会、一般社団法人東京都中小企業診断士協会）が合同で、都民の方々を対象に無

料相談を実施。併せて、各会の制度及び事業の普及・啓発を行う。 

開催時期：９月～１０月 

開催場所：新宿駅西口イベントコーナー 

相 談 員：不動産鑑定士 約１０名 

【予算：２，２２０千円】 

（４）市区町村庁舎内定例相談コーナーの相談     

開催場所：豊島区、稲城市、八王子市の市区庁舎内 

対 象 者：当該市区の住民の方々  
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   開 催 日：八王子市 毎月第４火曜日午後（事前予約制） 

         稲城市  毎月第４水曜日午後（事前予約制） 

        豊島区  毎月１～３回午後 

相 談 員：不動産鑑定士 各日１名／月１～２回 年１２回  

 【予算：４３０千円】 

 

 

災 害 対 策 支 援 委 員 会 （委員長・森宏師） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

１，２１０千円 １，２１０千円 ０千円 

 

１．大規模災害に対応するための支援活動の充実 

災害復興まちづくり支援機構の正会員団体として、災害復興まちづくり支援機

構の事務局会議、運営委員会、実行委員会、研究会等に委員を派遣し、活動に参

加する。  

【予算：２００千円】 

２．災害時における支援等に関する事業 

①不動産鑑定評価の専門家である不動産鑑定士が、災害が起こった際に、不動産 

鑑定士としての知識・経験を社会に対して還元する公益的活動として、公益社団

法人日本不動産鑑定士協会連合会と連携しつつ、被災自治体に協力して住家被害

認定調査等を実施することにより被災地支援等の社会活動を行うことを目的と

する事業。 

・東京都内の自治体との「災害時における住家被害認定調査等に関する協定」の 

締結。 

・被災自治体の行う住家被害認定調査の応援。 

・罹災証明書の交付に関する住民からの相談に係る行政の補助業務。 

・被災自治体が他の地方自治体からの職員の派遣を受けて住家被害認定調査を

実施することとなった場合、派遣されてきた職員に対して実施する研修の補助、

その他各種アドバイス等（被災者台帳構築のためのアドバイス、住家被害認定調

査に関する全般的なマネジメントの補助）。 

なお、支援活動を行うために住家及び非住家被害認定調査等に関する実証的研

究として、罹災証明書発行に必要な住家及び非住家の被害認定調査等に関し、被

災地支援活動から得られた経験や資料を基に、関係省庁及び関係団体、学術研究

者等よりヒアリングを実施し、研究を行う。首都直下型地震等の大規模災害に備

え、知識を蓄積することを目的とし、研究成果は、不動産鑑定士及び一般に提供

する。 

②住家被害認定調査等に関連する研修会 

東京都内の自治体との協定による平常時の訓練及び被災時に自治体に派遣す

るための調査員を育成するため、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会と

45



 

協力して会員への研修を実施する。     

③災害に備えた訓練、相談会、勉強会等の開催 

東京都並びに東京都内の自治体の要請に応じ災害時の訓練、準備会に参加し 

専門家としての相談、勉強会を行う。 

 ④「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン（自然災害ガイドラ  

   イン）」の対応 

    不動産鑑定評価の専門家である不動産鑑定士が、「登録支援専門家」として自 

然災害により住宅ローンを抱えたまま被災した被災者や、新型コロナウイルス 

感染症による失業や収入・売上げの大きな減少によって債務の負担を抱えた、 

住宅ローンや事業性ローン等を借りている債務者（個人・個人事業主）の債務整 

理を支援する。具体的には、債務整理にあたり弁護士が準備する調停条項案の 

作成に必要な財産(債務者所有不動産)の価格評価を行う。 

          【予算：１，０１０千円】 

 

 

広 報 委 員 会 （委員長・木下典子） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

４，２５１千円 １８，３７０千円 △１４，１１９千円 

 

１．講演会の開催 

都民及び一般市民に対して地価及び都市、不動産問題に関する深い知識、教養を提供するこ

とを目的とし、「都市と不動産を考える」をテーマに、東京都基準地価格の公表に合わせ東京都

と共催し開催。 

講師は当士協会の地価調査委員会委員長及び外部講師(大学教授、学識経験者、文化人)。地価

調査委員会委員長が東京都地価調査価格に基づき東京都の地価の現状を分析、結果を講演し、外

部講師が都市、不動産等に関する学術的な講演を行う。 

開催時期：１１月上旬 

開催方法：未定  

テーマ・講師： 

「令和８年東京都地価調査のあらましについて」 

地価調査委員長（東京都地価調査区部代表幹事） 

「都市、不動産等に関する学術的なテーマ（未定）」 

大学教授、学識経験者、文化人等（未定）       

【予算：２，１８７千円】 

２．会報の発行 

  定期的に作成する会報誌「かんてい・ＴＯＫＹＯ」に都民及び一般市民を対象とした不動産

関連の論文及び不動産関連の情報を掲載し、不動産に関する知識の啓蒙活動を目的として、東

京都関係部署、東京都各市区町村、国土交通省関係部署、東京弁護士会等友好団体、図書館へ

無料配布する。 
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発行月 １月・７月  発行部数 各６００部  

【予算：５４０千円】 

３．広報活動 

①ホームページによる広報活動 

   ホームページの充実・改善を図り、鑑定評価制度・当士協会の公益活動情報・

不動産関連資料を当士協会ホームページで提供する。 

【予算：７８４千円】 

②広告媒体による広報活動 

   広報媒体により、都民に対し不動産鑑定評価制度の普及・啓発を行う。 

【予算：７４０千円】 

 

 

研 究 研 修 委 員 会 （委員長・小熊忍） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

１，３８０千円 ２，９８０千円 △１，６００千円 

 

１．不動産鑑定評価等に関する実証的研究 

不動産鑑定評価、不動産経済価値の分析、不動産市場の分析等、不動産全般にかかわる問題 

を対象として研究テーマを定めて、内外の資源を活用して技術開発、研究開発を行う。不動産鑑

定評価に関する技術の開発・実証的研究及び不動産に係る学術的研究の深化・発展に資すること

を目的とし、以下の研究を実施。研究成果は、学会での発表や論文として当士協会ホームページ

等において公表する。 

①「継続地代の実証的分析」 

不動産鑑定士が、地代に関する実証的な調査・研究を行う。 

②国土交通省が開発・整備を進めている不動産価格指数に関する調査・研究に積

極的に参加・協力する。 

【予算：１，３８０千円】 

 

 

不動産教室推進委員会 （委員長・向原信克） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

７９５千円 ８００千円 △５千円 

 

１．不動産教室の開催 

小学校等の教育機関に対して、不動産の基礎知識等についての授業を実施する。 

【予算：４９０千円】 

２．大学等教育機関等への寄付講座・セミナー等（講座、セミナー、育成） 

都内の大学等の教育機関に対し、不動産に関する講座等を提供し、学生に広く
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不動産鑑定士の業務及び社会的役割に対する理解と信頼を高めるとともに、不動

産に関する深い知識、教養を提供することにより、卒業後の社会活動に当該知識

等が寄与することを目的とする。 

                      【予算：３０５千円】 

 

 

地価調査委員 会 （委員長・浜田哲司） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

１００,７３３千円 １００，１１３千円 ６２０千円 

 

１．地価動向資料の提供 

地価公示業務等において必要な資料収集及び地価動向の把握の一助とすべく、 

(株)エステートタイムズより購読の「月刊競売落札ニュース」を地価公示分科会に

提供するとともに閲覧室に配架する。また、地価公示分科会及び幹事会等の運営を

支援する。 

【予算：７０千円】 

２．新スキームにおける資料の収集・整理 

国土交通省が実施する不動産取引価格情報提供制度（新スキーム）に基づき、地

価公示鑑定評価員は不動産取引価格について調査業務を行うが、本業務について、

当士協会は、国の出先機関や都内の区市町村等に対しての不動産取引のアンケート

調査に関する支援業務を行う。 

【予算：８０千円】 

３．監視区域地価調査を実施するための業務の受託・支援 

東京都都市整備局より、１年に１回、国土利用計画法第２７条の６に定める「監

視区域」（小笠原村）の地価調査業務を受託。当士協会では、評価員である不動産鑑

定士の協力を得て実施し、小笠原村の２地点（東京都地価調査における基準地と同

一地点）において、実際の土地取引等の状況を調査・分析し、地価の算定を行い、

変動率を求める業務を行う。 

【予算：４８３千円】 

４．令和８年東京都地価調査基準地の不動産鑑定評価を実施するための業務の受託 

東京都財務局より、１年に１回、国土利用計画法施行令第９条第１項に定める基

準地の不動産鑑定評価を実施するための業務を受託。本業務において東京都は、基準地

を選定し、不動産鑑定士に鑑定評価を求め、その結果を審査及び調整を行った上で、毎年７月１

日における正常な価格として判定及び公表を行うこととされており、当士協会では、当該基準地

の点検及び選定並びに鑑定評価の適正で円滑な運営を行う。また、適正な価格均衡の検討等を実

施する分科会や分科会幹事、代表幹事へ支援業務を行う。 

【予算：１００，１００千円】 
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公的土地評価委員会 （委員長・森永愼一） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

４５，７６０千円 １，１７６，９０９千円 △１，１３１，１４９千円 

 

１．要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業不動産鑑定評価を実施するための

業務の受託・支援 

  厚生労働省が管轄する生活保護制度の補完制度である「要保護世帯向け不動産担保型生活資

金貸付制度」に係る不動産鑑定評価を実施するための業務であり、社会福祉法人東京都社会

福祉協議会より受託。当士協会は、不動産鑑定評価書の書式の整備及び不動産鑑定評価書

の内容の点検について社会福祉法人東京都社会福祉協議会に業務支援を行う。 

 【予算：１５，６２８千円】 

２．令和９基準年度固定資産標準宅地の不動産鑑定評価業務（時点修正）を実施す

るための業務の受託 

「固定資産評価基準」(総務省告示)第１２節の一に定める標準宅地の鑑定評価及

び時点修正を実施するための業務であり、東京都主税局、東京都の各市町村から当

該業務を受託している。固定資産税及び都市計画税の課税額の基本となる固定資産

の標準宅地の鑑定評価は課税の公平性・公正性が確保される必要があり、地価公示

価格を頂点とした公的土地評価間の相互の均衡と適正化が図られる必要がある。当

士協会は、鑑定評価価格のバランスの確保、鑑定評価に当たっての情報交換等を目

的とした固定資産鑑定評価員会議に対して、業務支援を行う。 

【予算：３０，１３２千円】 

 

 

情報安全活用委員会 （委員長・金塚麻実） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

１８，３２２千円 １７，２０１千円 １，１２１千円 

 

１．閲覧室の運営 

  不動産の鑑定評価及び不動産に係る一般資料を収集して閲覧室に整備、保管し、都民をはじ

めとした一般市民向けにも配架する。 

また、不動産取引価格情報提供制度による事例資料の閲覧業務等を公益社団法

人日本不動産鑑定士協会連合会より受託し、連合会が定める資料閲覧認定講習会

を受講した不動産鑑定士を対象に東京都内の事例情報を提供する。 

なお、連合会に所属している他道府県の会員を対象とした東京都内の事例資料

の閲覧等は、「閲覧サポートシステム」により実施し、事例情報を提供する。 

【予算：１４，０９２千円】 

２．インターネットによる事例情報等の提供並びに独自事例資料等の収集、整備 

  不動産鑑定評価に必要とされる事例資料等を調査、収集して整備、保管し、公益社団法人日
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本不動産鑑定士協会連合会が定める資料閲覧認定講習会を受講した不動産鑑定士

を対象にインターネット等により情報を提供する。 

  独自資料として、①公開された不動産の取引情報等に基づく事例資料、②上場会

社等の固定資産譲渡取得・Ｊリート情報の資料、③借地権に係る競売情報の資料、

④国有財産の売却情報の資料を、それぞれ収集、整備し、提供する。 

   また、地図システムとして地番検索、公図の確認に有用な「ちばんＭＡＰ」のサ

ービスを提供する。 

    【予算：４，２３０千円】 

 

 

鑑定評価類似行為防止委員会（委員長・下野好弘） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

５０千円    ５０千円 ０ 

 

１．鑑定評価類似行為の防止活動 

不動産鑑定士及び不動産鑑定士補並びに不動産鑑定業者でない者による不動産

の鑑定評価類似行為もしくはこれを誘発するおそれのある行為（以下、「類似行

為」という。）の防止等を目的として、以下の活動を行う。 

（１）広報活動を通じて、類似行為の防止に関する、会員に対する周知活動、並びに

他団体及び一般国民に対する啓蒙活動を行う。 

（２）類似行為に関する情報収集を行い、具体的な対応を行う。 

（３）必要に応じて、連合会鑑定評価類似行為防止委員会と協力して対応を行う。 

【予算：５０千円】 
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収益事業等事業（相互扶助等事業） 

（会員を対象とした事業） 

 

業 務 推 進 委 員 会 （委員長・牧野義弘） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

３４５千円 ３４５千円 ０円 

 

１．隣接・周辺業界との連携 

他の委員会と協力のもと、友好協定締結団体、周辺業界団体である東京弁護士会、

第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、東京司法書士会、日本公認会計士協会東京

会、東京土地家屋調査士会、日本弁理士会関東会、公益財団法人不動産流通推進セ

ンター等との連携を図る。 

【予算：３４５千円】 

 

２．連合会との連携に関する業務 

  公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会との連携を通じて不動産鑑定士及び

不動産鑑定業者の業務の適正なあり方について検討するとともに業務実態を調査

し、業務適正化に向けた手段と方法を検討する。 

【予算：０円】 

 

 

 

広 報 委 員 会 （委員長・木下典子） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

２，１００千円 ３，９８１千円 △１，８８１千円 

 

１．会報の発行 

  不動産鑑定に関連する内容、当士協会の業務状況を案内する会報誌を年２回発行

し、会員に配布する。 

発行月 １月・７月 発行部数各１，９００部 

【予算：２，１００千円】 
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研 究 研 修 委 員 会 （委員長・小熊忍） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

１，８８０千円 ２，６８６千円 △８０６千円 

 

１．実務相談 

実務相談のための電子掲示板（ＢＢＳ）を活用し、会員を対象に鑑定評価の実務

上の相談に応じる。 

【予算：５千円】 

２．研修会の開催 

会員の要望を反映させるべく時宜を得たテーマを選定し、研修会を実施。 

【予算：１，８３５千円】 

３．見学会の開催 

会員の要望を反映させるべく時宜を得た場所を選定し、見学会を実施。 

【予算：４０千円】 

 

 

公的土地評価委員会 （委員長・森永愼一） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

２１，３１４千円 ２６，６５１千円 △５，３３７千円 

 

１．売却予定都有地の鑑定評価業務を実施するための業務の受託 

  東京都財務局より、当該業務を受託し、発注、納品等の事務手続きを行う。 

【予算：３，１５８千円】 

２．警視庁建物賃料等の鑑定評価業務を実施するための業務の受託 

警視庁より、当該業務を受託し、発注、納品等の事務手続きを行う。 

【予算：５，６７４千円】 

３．東京都港湾局所管案件の鑑定評価業務を実施するための業務の受託 

  東京都港湾局より、当該業務を受託し、発注、納品等の事務手続きを行う。 

【予算：１２，４８２千円】 
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総 務 財 務 委 員 会 （委員長・浅井康徳） 

 

２０２６年度予算案 ２０２５年度予算 差   異 

９２３千円 １０，８９５千円 △９，９７２千円 

 

会員に対して次のサービスを提供する。 

１．慶弔制度、表彰制度 

 「会員慶弔規程」「会員表彰規程」に基づき、会員の福利厚生を図る。 

【予算：４２０千円】 

２．親睦行事の開催 

 会員相互の親睦を図るための行事を開催する。 

【予算：３７１千円】 

３．会議室の貸し出し 

 地価公示分科会等に対し、会議室の貸し出しを行う。 

【予算：１３２千円】 
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(単位:円)
２０２６年度
(予算案)

２０２５年度
(決算見込)

２０２５年度
(予　算)

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

（1）経常収益

受取入会金 5,000,000 5,000,000 5,000,000

受取入会金 5,000,000 5,000,000 5,000,000

受取会費 122,070,000 122,070,000 122,110,000

正会員受取会費 121,950,000 121,950,000 121,990,000

特別会員受取会費 30,000 30,000 30,000

賛助会員受取会費 90,000 90,000 90,000

事業収益 188,370,500 1,348,004,809 1,336,675,000

研修会事業収益 1,500,000 660,000 2,860,000

事例資料事業収益 16,708,800 14,853,850 14,800,000

受託事業収益 170,111,700 1,332,442,959 1,318,915,000

頒布事業収益 50,000 48,000 100,000

受取補助金等 0 0 0

受取国庫助成金 0 0 0

雑  収  益 1,857,000 3,163,825 1,993,000

受取利息収益 175,000 130,825 18,000

雑収益 1,682,000 3,033,000 1,975,000

経常収益計 317,297,500 1,478,238,634 1,465,778,000

（2）経常費用

事 業 費 335,279,000 1,491,887,688 1,484,857,450

役員報酬 8,800,000 8,800,000 8,800,000

給与手当 57,568,000 51,274,000 46,673,000

福利厚生費 12,315,000 9,955,000 9,727,000

退職給付費用 4,025,000 2,557,640 2,297,000

役員退職慰労引当金繰入額 632,000 632,000 632,000

臨時雇賃金 5,300,000 5,199,992 4,800,000

委員会費 1,066,000 1,709,000 3,440,000

旅費交通費 3,266,000 3,011,705 3,446,000

通信運搬費 4,836,000 5,919,708 6,284,000

消耗品費 2,106,000 2,041,100 1,254,000

印刷製本費 3,716,000 8,179,919 10,030,450

光熱水料費 1,691,000 1,696,140 1,691,000

賃借料 19,712,000 20,772,762 21,453,000

諸謝金 9,590,000 7,264,814 9,421,000

鑑定報酬費 162,839,000 1,279,183,143 1,266,346,000

租税公課 5,260,000 4,281,430 7,086,000

委託費 15,473,000 27,561,401 27,603,000

図書資料費 1,995,000 30,613,896 30,460,000

減価償却費 11,783,000 9,313,440 11,851,000

雑費 3,306,000 11,920,598 11,563,000

２０２６年度収支予算書【正味財産増減計算書ベース】

 

科　　　　　目

自　２０２６年　４月　１日
至　２０２７年　３月３１日
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(単位:円)
２０２６年度
(予算案)

２０２５年度
(決算見込)

２０２５年度
(予　算)

科　　　　　目

管  理  費 33,905,553 31,290,145 30,212,442

役員報酬 2,750,000 2,750,000 2,750,000

給与手当 9,372,000 8,347,507 7,597,000

福利厚生費 2,005,000 1,621,425 1,583,000

退職給付費用 655,000 416,360 373,000

役員退職慰労引当金繰入額 158,000 158,000 158,000

総会費 5,680,000 2,346,247 2,500,000

理事会費 0 42,768 110,000

委員会費 174,000 278,102 560,000

旅費交通費 589,000 424,461 642,000

通信運搬費 1,538,800 476,340 447,000

消耗品費 309,000 259,942 122,000

印刷製本費 228,753 147,275 162,000

光熱水料費 209,000 209,633 209,000

賃借料 2,114,000 2,053,228 2,053,000

諸謝金 2,800,000 3,243,000 2,375,000

租税公課 31,000 91,570 31,000

委託費 1,029,000 1,335,712 1,115,000

減価償却費 1,917,000 1,516,145 1,929,442

団体関係費 350,000 362,000 350,000

渉外費 1,800,000 4,833,460 4,800,000

雑費 196,000 376,970 346,000

経常費用計 369,184,553 1,523,177,833 1,515,069,892

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 51,887,053 △ 44,939,199 △ 49,291,892

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △ 51,887,053 △ 44,939,199 △ 49,291,892

　２．経常外増減の部

（1）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

（2）経常外費用

固定資産除却額 0 0 0

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 △ 51,887,053 △ 44,939,199 △ 49,291,892

法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000 70,000

当期一般正味財産増減額 △ 51,957,053 △ 45,009,199 △ 49,361,892

一般正味財産期首残高 302,248,654 347,257,853 352,912,727

一般正味財産期末残高 250,291,601 302,248,654 303,550,835

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 250,291,601 302,248,654 303,550,835
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(単位:円)

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

（1）経常収益

受取入会金 2,500,000 996,000 1,504,000 0 5,000,000

受取入会金 2,500,000 996,000 1,504,000 0 5,000,000

受取会費 61,045,000 24,324,000 36,701,000 0 122,070,000

正会員受取会費 60,985,000 24,300,000 36,665,000 0 121,950,000

特別会員受取会費 15,000 6,000 9,000 0 30,000

賛助会員受取会費 45,000 18,000 27,000 0 90,000

事業収益 164,498,500 23,872,000 0 0 188,370,500

研修会事業収益 0 1,500,000 0 0 1,500,000

事例資料事業収益 16,708,800 0 0 0 16,708,800

受託事業収益 147,739,700 22,372,000 0 0 170,111,700

頒布事業収益 50,000 0 0 0 50,000

受取補助金等 0 0 0 0 0

受取国庫助成金 0 0 0 0 0

雑  収  益 50,000 807,000 1,000,000 0 1,857,000

受取利息収益 50,000 25,000 100,000 0 175,000

雑収益 0 782,000 900,000 0 1,682,000

経常収益計 228,093,500 49,999,000 39,205,000 0 317,297,500

（2）経常費用

事 業 費 285,280,000 49,999,000 0 335,279,000

役員報酬 6,930,000 1,870,000 0 8,800,000

給与手当 47,527,000 10,041,000 0 57,568,000

福利厚生費 10,024,000 2,291,000 0 12,315,000

退職給付費用 3,323,000 702,000 0 4,025,000

役員退職慰労引当金繰入額 498,000 134,000 0 632,000

臨時雇賃金 5,300,000 0 0 5,300,000

委員会費 868,000 198,000 0 1,066,000

旅費交通費 2,859,000 407,000 0 3,266,000

通信運搬費 3,850,000 986,000 0 4,836,000

消耗品費 1,755,000 351,000 0 2,106,000

印刷製本費 1,662,000 2,054,000 0 3,716,000

光熱水料費 1,482,000 209,000 0 1,691,000

賃借料 16,765,000 2,947,000 0 19,712,000

諸謝金 8,045,000 1,545,000 0 9,590,000

鑑定報酬費 141,585,000 21,254,000 0 162,839,000

租税公課 4,571,000 689,000 0 5,260,000

委託費 14,298,000 1,175,000 0 15,473,000

図書資料費 1,995,000 0 0 1,995,000

減価償却費 9,591,000 2,192,000 0 11,783,000

雑費 2,352,000 954,000 0 3,306,000

２０２６年度収支予算書[正味財産増減計算書ベース]
自　２０２６年　４月　１日

　　至　２０２７年　３月３１日　　

科　　　　　目
公益目的
事業会計

収益事業
等会計

法人会計
内部取引

控除
予算合計
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(単位:円)

管  理  費 33,905,553 0 33,905,553

役員報酬 2,750,000 0 2,750,000

給与手当 9,372,000 0 9,372,000

福利厚生費 2,005,000 0 2,005,000

退職給付費用 655,000 0 655,000

役員退職慰労引当金繰入額 158,000 0 158,000

総会費 5,680,000 0 5,680,000

理事会費 0 0 0

委員会費 174,000 0 174,000

旅費交通費 589,000 0 589,000

通信運搬費 1,538,800 0 1,538,800

消耗品費 309,000 0 309,000

印刷製本費 228,753 0 228,753

光熱水料費 209,000 0 209,000

賃借料 2,114,000 0 2,114,000

諸謝金 2,800,000 0 2,800,000

租税公課 31,000 0 31,000

委託費 1,029,000 0 1,029,000

減価償却費 1,917,000 0 1,917,000

団体関係費 350,000 0 350,000

渉外費 1,800,000 0 1,800,000

雑費 196,000 0 196,000

経常費用計 285,280,000 49,999,000 33,905,553 0 369,184,553

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 57,186,500 0 5,299,447 0 △ 51,887,053

評価損益等計 0 0 0 0 0

当期経常増減額 △ 57,186,500 0 5,299,447 0 △ 51,887,053

　２．経常外増減の部

（1）経常外収益

経常外収益計 0 0 0 0 0

（2）経常外費用

固定資産除却額 0 0 0 0 0

経常外費用計 0 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 △ 57,186,500 0 5,299,447 0 △ 51,887,053

法人税、住民税及び事業税 0 70,000 0 0 70,000

当期一般正味財産増減額 △ 57,186,500 △ 70,000 5,299,447 0 △ 51,957,053

一般正味財産期首残高 302,248,654

一般正味財産期末残高 250,291,601

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0

指定正味財産期首残高 0

指定正味財産期末残高 0

Ⅲ　正味財産期末残高 250,291,601

予算合計科　　　　　目
公益目的
事業会計

収益事業
等会計

法人会計
内部取引

控除
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（１）資金調達の見込について

・当期中における借入の予定はありません。

（２）設備投資の見込について

・当期中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）はありません。

（３）その他

・専務理事交代に備えて、次期候補者の人件費を見込んでいる。

・前年度納入済の事務局システムの減価償却費を予算計上している。

以　上

公益社団法人東京都不動産鑑定士協会

資金調達及び設備投資の見込について

自　２０２６年　４月　１日

至　２０２７年　３月３１日
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秋 の 講 演 会 開 催 一 覧 

 

 

回 開催日 開 催 場 所      テ ー マ 講   師 
参加者 

（名） 

２６ 2016.10.14 
新宿明治安田生命

ホール 

「平成２８年東京都地価調査のあらまし」 

「日本経済は本当に再生するか」 

地価調査委員長 

後藤 計 氏 

慶応義塾大学大学院メディ

アデザイン研究科教授  

岸 博幸 氏 

３０５ 

２７ 2017.10.20 イイノホール 
「平成２９年東京都地価調査のあらまし」 

「価値を上げる」 

地価調査委員長 

浜田 哲司 氏 

建築家 安藤 忠雄 氏 

３８０ 

２８ 2018.10.30 イイノホール 

「平成３０年東京都地価調査のあらまし」 

「東京のこれから－２０４０年を目指し

て－」 

地価調査委員長 

浜田 哲司 氏 

東京大学名誉教授 

伊藤 滋 氏 

３３２ 

２９ 2019.10.8 イイノホール 

「令和元年東京都地価調査のあらまし」 

「夢を叶える生き方 ―プロフェッショナ

ルとしてのキャリア形成―」 

理事  服部 毅 氏 

スポーツコメンテーター・

元テニスプレーヤー 

杉山 愛 氏 

３００ 

３０ 

2020.10.23 

～

2020.11.25 

インターネット 

ライブ配信 

（YouTube Live） 

「令和２年東京都地価調査のあらまし」 

「ポストコロナの大都市・国土の行方」 

理事  服部 毅 氏 

東京都立大学・ 

首都大学東京名誉教授  

中林 一樹 氏 

視聴回数 

７５８ 

３１ 

2021.10.26 

～

2022.2.28 

オンライン配信

（YouTube） 

「令和３年東京都地価調査のあらまし」 

「大災害に大都市はどう備えるか」 

理事  服部 毅 氏 

東京大学 生産技術研究所

教授 加藤 孝明 氏 

視聴回数 

６２３ 

３２ 

2022.11.11 

～

2023.3.31 

オンライン配信

（YouTube） 

「令和４年東京都地価調査のあらまし」 

「幸福なまちづくりの在り方とは」 

理事  服部 毅 氏 

慶應義塾大学大学院 

システムデザイン・マネジ

メント研究科  

教授 前野 隆司 氏 

EVOL 株式会社 

代表取締役 CEO 

前野 マドカ 氏 

視聴回数 

１１，８２３ 

３３ 

 

2023.11.10

～ 

2024.3.29 

 

オンライン配信

（YouTube） 

「令和５年東京都地価調査のあらまし」 

「不動産の新しい価値を創出するナイト

タイムエコノミー」 

理事  雨宮 竜介氏 

一般社団法人ナイトタイム

エコノミー推進協議会 

代表理事・弁護士  

齋藤 貴弘 氏 

視聴回数 

４７，８００ 

３４ 

2024.11.1

～ 

2025.3.31 

オンライン配信

（YouTube） 

「令和６年東京都地価調査のあらまし」 

「『つながり』がもたらす街と不動産の価

値とは」 

理事  雨宮 竜介氏 

株式会社水中 

代表取締役 坂根 千里 氏 

視聴回数 

４９，８９５ 

３５ 

2025.11.26 

～

2026.3.31 

オンライン配信

（YouTube） 

「令和７年東京都地価調査のあらまし」 

「不動産鑑定の人と制度～グローバル時

代の価値と価格～」 

副会長 古家 一郎 氏 

明海大学 不動産学部教授 

学部長 中城 康彦 氏 

視聴回数 

５３６ 
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